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１２日以降の学校教育における対応について 
 

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大が続くことから、「緊急事態宣言」が５月３１日まで延

長されました。本校としましても感染拡大予防の観点から、以下の通り変更します。 

 

 

時   間 校   時 

８：３０～ 家庭での自主学習（または、あずかり） 

１０：３０～１０：４５ 登   校 

１０：５０～１１：３５ 通 常 授 業 【1時間目】 

１１：４５～１２：３０ 通 常 授 業 【2時間目】 

１２：３０～１３：１０ 給   食 

１３：３０ 下   校 

～１４：４５ 家庭での自主学習（または、あずかり） 

 

 

 

 朝の時間と下校後の時間は、基本的に以前より家庭での自主学習でした。 

したがって、「保護者が在宅していない」、「1 人で留守番ができない」という場合等は、前回

と同様に学校でのあずかりも可能です。        

必要な方は、別紙１の用紙に理由等を記入の上、必ずご提出ください。 

 

 

※ なお、新型コロナウィルスに関わる対応については、今後変更が生じる場合がありますので

ご承知ください。 

 

 


